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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２５年８月８日 １３時３０分ごろ以降の本船が錨泊して

船長が沖磯に渡った時刻～１４時３０分ごろの間） 

発生場所 大分県大分市高島南西沖の沖磯付近 

事故調査の経過  平成２５年８月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 豊和
ほ う わ

丸、１.１トン 

 ＯＴ３－４９６９５（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.１８ｍ（Lr）×２.０３ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８.８４kＷ、平成６年１２月２１日 

 第２９４－１８７６１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５１年７月９日 

  免許証交付日 平成２１年１月２８日 

（平成２６年６月１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び海女士
あ ま し

３人（海士
あ ま

１人及び海女
あ ま

２人）が乗り組

み、大分市小黒漁港を出港し、平成２５年８月８日１０時３０分ご

ろ、高島南西側の磯場で投錨を行い、海女士全員が本船付近の浅水域

で漁を始めた。 

 船長は、１３時３０分ごろ海女士全員を浅水域に残して約３００ｍ

沖の深場の沖磯に本船を移動させ、船尾から投錨を行い、船首からロ

ープを沖磯の岩に取り、沖磯に渡ってカメノテなどの貝を採捕し始め

た。 

海士Ａは、本船が帰港予定時刻となっても、海女士のいる浅水域に

戻ってこないので、１４時３０分ごろ、僚船で本船に行き、本船に船

長がいないことが分かった。 

海士Ａは、海上保安庁に通報するとともに、僚船に捜索を依頼し、
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本船で捜索の応援を頼みに小黒漁港に戻ったところ、捜索中の僚船

が、１５時４６分ごろ、大分市所在の関埼灯台から真方位０７８°

２.０海里付近の海上において、漂流している船長を発見し、その

後、船長は、救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認された。 

 死因は、溺水と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 

 

 本船には５個のベスト型救命胴衣が準備されており、航海中に乗船

者全員が着用するが、投錨して素潜り漁を操業中には、船上で待機し

ていた船長は着用していなかった。 

 本船が繋
つな

がれた沖磯には、本船の近くの磯に道具、網に入った採捕

したカメノテなどが置かれていた。 

 海士Ａは、通常の手順であれば、一度本船近くの磯に道具などを置

いてから、引き寄せた本船に乗り移り、道具などを本船に取り入れる

ので、本船に乗り移る際に落水したものと判断した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

船長は、溺死した。 

本船は、１３時３０分ごろ以降、高島南西沖の沖磯付近で錨泊し、

船長が沖磯で貝の採捕を開始した後、１４時３０分ごろ、海士Ａが、

僚船に乗って錨泊中の本船に行き、本船に船長がおらず、本船の近く

の磯に道具、網に入った採捕したカメノテなどの貝が置かれているこ

とを認めたことから、この間において、船長が、沖磯から本船に乗り

込む際、落水したものと考えられるが、落水した状況を明らかにする

ことはできなかった。 

船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が高島南西沖の沖磯付近で錨泊中、船長が、沖磯で

貝の採捕を開始した後、沖磯から本船に乗り込む際、落水したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中は可能な限り救命胴衣を着用すること。 

・防水型携帯電話を常に携帯し、落水した際の連絡手段を確保して

おくこと。 

 


